
様式第５号 

林 地 開 発 調 書（変更） 

                                               赤字：変更後 

                                               黒字：変更前 

整理番号 9-4 

申 請 者 
福岡県北九州市小倉北区古船場町５番 33号 

富士宮南原インベストメント合同会社 代表社員 田中 雅顕 

開 発 行 為 の 目 的 工場・事業場の設置(太陽光発電施設の設置) 

開発行為に係る事業 

又 は 施 設 の 名 称 
南原太陽光発電所 

所 在 場 所 富士宮市大中里字南原 1333ほか１(大字)１字 84筆 76筆 

森 林 計 画 区 名 富士森林計画区 

開 発 面 積 

事 業 区 域 面 積 
19.9929  ha 

19.8471 ha 

事 業 区 域 内 の 森 林 面 積 
  9.5377  ha 

9.7215 ha 

形 質 変 更 の 森 林 面 積 
  7.9871  ha 

7.3522 ha 

用 途 別 内 訳 面 積 

開 発 後 の 用 途 
面    積 (ha) 百 分 率 

(％) 5条森林 5条森林以外 計 

太 陽 光 発 電 施 設 
5.9035 

5.4943 

8.7576 

5.9327 

14.6611 

11.4270 

73.33 

57.57 

管理道路(拡幅有り) 0.0850 0.6317 0.7167 
3.59 

3.61 

管理道路(拡幅無し) 0.0000 0.0984 0.0984 0.49 

新設放流管施工箇所 
0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2656 

0.0000 

0.2656 

0 

1.34 

調 整 池 
1.0196 

0.8723 

0.0000 

0.9171 

1.0196 

1.7894 

5.10 

9.02 

造 成 緑 地 
0.0115 

0.5397 

0.5902 

1.2723 

0.6017 

1.8120 

3.01 

9.13 

造 成 森 林 
0.9675 

0.3609 

0.2947 

0.3270 

1.2622 

0.6879 

6.31 

3.47 

残 置 森 林 
1.5506 

2.3693 

0.0826 

0.6808 

1.6332 

3.0501 

8.17 

15.37 

計 
9.5377 

9.7215 

10.4552 

10.1256 

19.9929 

19.8471 
100.00 

工 事 計 画 期 間 着工     令和 5 年 5 月      ～      完成     令和 8年 3 月 

所 要 経 費           

用 地 費       

工 事 費    

      本 工 事 費      

      防 災 工 事 費      

      発 電 施 設 費   

そ の 他      

計    

森

林

の

現

況 

地 況 

地    質 土    質 傾    斜 標    高 

富士火山麓扇状地 

堆積物層 

(表層から順に表記) 

黒ボク、火山灰質粘性土、粘

土混り砂礫、玉石混り砂礫等 

0°～30° 

平均 10° 

最高地 177.7ｍ 

最低地 152.0ｍ 

標高差  25.7ｍ 



林 況 

樹   種 林   齢 生育状況 降 水 量 

①ヒノキ・スギ 

②コナラ・クヌギ・   

アラカシ・ヤマザクラ 

①45～82年生 

②56～67年生 
中 

2,159mm (富士) 

2,333mm (白糸) 

※1991-2020の平均降水量 

※計画地は富士と白糸の中間 

生 息 動 物 

風 致 そ の 他 

事業区域は、5条森林が 48％、5条森林外が 52％(畑、原野、道路敷等)である。5条森林の

内訳はスギ・ヒノキ人工林が 72％、コナラ・クヌギ・アラカシ等の広葉樹林が 21％である。 

事業区域は大部分が緩傾斜地であり、事業区域内に潤井川流域と富士川流域の分水嶺(緩や

かな丘陵地)が存在する。 

 

 

周 辺 地 域 の 

施 設 の 状 況 

事業区域の西側には小学校及び住宅地、北側には住宅及び事業所がある。事業区域の東側

は白尾山、南側は山林で囲まれている。 

調整池の流末は、市道側溝から普通河川安居山用水路に入り、約 1.8 ㎞流下した地点で一

級河川富士川に合流し、駿河湾に流れ込む。 

水源かん養機能に直接 

依存する水需要の状況 

当該計画地に直接水源を依存する地域はない。 

開発行為が周辺地域の 

環 境 へ 及 ぼ す 影 響 

開発行為が周辺地域の環境へ影響を及ぼさないよう、残置森林及び造成森林が適切に配置さ

れる計画となっている。 

市町村森林整備計画の

機能区分及び施業種 

機能区分及び施業種：指定なし 

他の法令等との関連 別紙「他法令等の処理状況」のとおり。 

林 地 開 発 に 対 す る 

関 係 者 の 意 見 

富士宮市 

・意見聴取中 

大中里区 

・R6.3.17変更計画について説明。 

・R6.3.20変更計画について説明。 

安居山１区・２区 

・R6.4.7変更計画について説明。 

沼久保区 

・R6.3.17変更計画について説明。 

西小学校 

・R6.3.17変更計画について説明。 

※各自治会・西小学校からは、「大型車の通行時には徐行を徹底してほしい。」「調整池が破壊 

されたりしないよう適切に管理してほしい。」「大型車が通行する際には誘導員を配置して 

ほしい。」「送迎時に使用するので放流箇所付近の工事通行止めは行わないでほしい。」等の 

要望が出されたが、事業者はこれら要望に応える意向であり、全体として反対意見なし。 

土地所有者の同意状況 
・事業区域内全 161筆 174筆(うち５条森林に係る箇所は 84筆 76筆) 

・自社有地を除く、事業区域内の同意取得済み。 

そ の 他 

本件は令和 5年 1月 20日付け森保第 804号により許可を受けた、富士宮南原インベストメ

ント(同)による林地開発(太陽光発電施設の設置)の変更許可申請である。 

1   経緯 

  

 

 

 

 

 ・本申請では調整池の基数及び位置が変更され、諮問の取扱い基準第 1(2)ウに該当するた

め、個別諮問となったものである。 

2  変更理由  

  当初計画では分水嶺を活かした形で、調整池からの放流先は北側流域・南側流域の 2 系



統に分ける計画であった。 

しかしながら、北側流域へ放流するための放流管の設置工事に際して、地元住民から工

事中の緊急車両用迂回路設置が要望されていたが、迂回路用地の土地所有者から迂回路設

置の同意が得られなくなった。  

このため、地元住民から工事への懸念が示されたため、北側流域への放流を取り止め、

南側流域に放流する計画に変更になった。  

  これに伴い、防災計画等に変更が生じた。 

3   主な変更内容  

  事業区域面積の変更（19.8471 ha⇒19.9929 ha） 

  形質変更の森林面積の変更（7.3522 ha⇒7.9871 ha） 

  防災計画の変更（調整池の基数、容量等） 

  造成計画・排水計画の変更（調整池へ水を導くため、勾配の確保や暗渠菅等を設置） 

4  立地 

・問題なし。 

5  防災施設 

・必要な機能を有する調整池兼沈砂池 1基を先行設置する。なお、調整池兼沈砂池を整備す

るまでの間、仮設沈砂池、土砂流出防止ネット等の仮設防災施設を設置する。 

6  緑化 

・森林率 26.4％27.4％を確保し、周辺延長の 92％86％に幅5ｍ以上の残置森林を配置する。 

・太陽光発電施設用地(パネル下)は、種子吹付工による緑化を実施する。 

7  その他 

 ・災害の防止及び水害の防止の審査に適用する基準については、「静岡県林地開発許可審査 
基準及び一般的事項」第 2 章第 1 の 1(4)及び同章第 2 の 1(4)による。 

 ・電容量は 21.0ＭＷ15.6ＭＷで、20 年間の売電を計画している。申請者は 20 年経過後も

売電事業を継続能と見込んでいるが、20 年経過後に地権者と協議し、事業継続の可否を判

断する。20 年経過後に事業を廃止する場合、地権者が希望しない場合を除き、植林を行う。

なお、植林する際は、造成森林と同じ樹種(コナラ、クヌギ、ヤマザクラ)及び密度での植栽

を基本とし、地権者と協議の上、植栽する樹種及び密度を決定する。 

調 査 者 職 氏 名 主査 上原 匡輔 

調 査 年 月 日 令和 6年 12月 2日 
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